
徳
島
県
規
則
第
十
二
号

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
徳
島
県
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
第
二
条
中
「
様
式
第
一
号
の
」
を
削
る
。

第
三
条
中
「
様
式
第
二
号
の
」
を
削
る
。

第
四
条
中
「
様
式
第
三
号
の
」
を
削
る
。

第
五
条
中
「
様
式
第
四
号
の
」
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
様
式
第
五
号
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
五
号
の
二
の
」
を
削
り
、

同
条
第
三
項
中
「
様
式
第
六
号
の
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
様
式
第
七
号
の
」
を
削
る
。

第
七
条
を
削
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を
「
（
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
事
業
変
更
届
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
様

式
第
八
号
の
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
変
更
届
」
を
「
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
事
業
変

更
届
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
様
式
第
九
号
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
十
号
の
」
を
削
り
、
同
条

第
三
項
中
「
様
式
第
十
一
号
の
」
を
削
り
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
十
条
中
「
様
式
第
十
二
号
の
」
を
削
り
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
様
式
第
十
三
号
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
十
四
号
の
」
を
削
り

、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
十
二
条
を
削
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
様
式
第
十
六
号
」
を
「
様
式
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
十

七
号
」
を
「
様
式
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
様
式
第
十
八
号
」
を
「
様
式
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
十

九
号
の
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
業
変
更
許
可
申
請
書
」
を
「
様
式
第
四
号
の
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
変
更
許
可
申

請
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
廃
止
届
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
様
式
第
二
十
号
の
軽

費
老
人
ホ
ー
ム
事
業
廃
止
届
」
を
「
様
式
第
五
号
の
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
廃
止
届
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

三
条
と
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
様
式
第
二
十
一
号
」
を
「
様
式
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第

二
十
二
号
」
を
「
様
式
第
七
号
」
に
、
「
様
式
第
二
十
三
号
」
を
「
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
四
条
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
様
式
第
三
十
六
号
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
三
十
七
号
の
」
を

削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
様
式
第
三
十
八
号
の
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

（
届
出
書
等
の
様
式
）

第
十
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
届
出
書
、
申
請
書
等
の
様
式
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

知
事
が
別
に
定
め
る
。



様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
五
号
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
十
六
号
中
「
（第

１
３
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
１
条
関
係

）
」
に
、
「

」
を
「

」
に
改

，
、

め
、
同
様
式
を
様
式
第
一
号
と
す
る
。

様
式
第
十
七
号
中
「
（第

１
３
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
１
条
関
係

）
」
に
、
「

」
を
「

」
に
改

，
、

め
、
同
様
式
を
様
式
第
二
号
と
す
る
。

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

１
４
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
２
条
関
係

）
」
に
、
「

」
を
「

」
に
改

，
、

め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
と
す
る
。

様
式
第
十
九
号
中
「
（第

１
４
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
２
条
関
係

）
」
に
、
「軽

費
老
人
ホ
ム
事

ー

業
変
更
許
可
申
請
書

」
を
「軽

費
老
人
ホ

ム
変
更
許
可
申
請
書

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

ー
，

、

様
式
を
様
式
第
四
号
と
す
る
。

様
式
第
二
十
号
中
「
（第

１
５
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
３
条
関
係

）
」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

，
、

「軽
費
老
人
ホ

ム
事
業
廃
止
届

」
を
「軽

費
老
人
ホ

ム
廃
止
届

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号

ー
ー

と
す
る
。

様
式
第
二
十
一
号
中
「
（第

１
６
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
４
条
関
係

）
」
に
、
「

」
を
「

」
に

，
、

改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
す
る
。

様
式
第
二
十
二
号
中
「
（第

１
６
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
４
条
関
係

）
」
に
、
「

」
を
「

」
に

，
、

改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
七
号
と
す
る
。

様
式
第
二
十
三
号
中
「
（第

１
６
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
４
条
関
係

）
」
に
、
「老
人
福
祉
セ
ン
タ

事
業
廃
止
届

」
を
「老

人
福
祉
セ
ン
タ

廃
止
届

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

ー
ー

，
、

第
八
号
と
す
る
。

様
式
第
二
十
四
号
か
ら
様
式
第
三
十
八
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


